
  

一 

令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１４７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

道
路
区
域
の
変
更
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
全
部
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

昭
和
六
十
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
八
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

出
先
機
関
公
告 

○ 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

○ 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

○ 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
〇 

○ 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
〇 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害
物

質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染

の
除
去
□
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

山
武
郡
芝
山
町
大
台
字
宝
永
作
三
□
一
五
五
番
四
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
七
年
千

葉
県
告
示
第
四
百
五
十
号
□
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
□
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の
全
部
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

匝
瑳
市
松
山
字
境
谷
一
〇
七
番
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
指
定
す
る
区
域 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
字
立
山
七
九
一
番
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

5

月

29

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１４７号 令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
区
域
は
□
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 
君
津
市
君
津
一
番
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

山
武
郡
芝
山
町
大
里
字
稲
荷
下
一
□
四
二
一
番
二
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

山
武
郡
芝
山
町
大
台
字
宝
永
作
三
□
一
五
五
番
四
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
七
年

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
□
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
□
で
指

定
し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

匝
瑳
市
松
山
字
境
谷
一
〇
六
番
の
一
部
□
一
〇
七
番
の
一
部
及
び
一
〇
七

番
地
先
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
□
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

五
月
二
十
九
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

成
田
両
国
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

富
里
市
十
倉
字 

前 

八
・
八
六
メ
□
ト
ル
か
ら 

二
五
・
一
〇
メ
□
ト
ル 

五
十
八
榎
三
一 

 

八
・
九
七
メ
□
ト
ル
ま
で 

 
〇
番
一
八
地
先 

 
 

 
か
ら
三
一
〇
番 

後 

一
〇
・
五
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

二
五
・
一
〇
メ
□
ト
ル 

一
六
地
先
ま
で 

 

一
四
・
五
五
メ
□
ト
ル
ま
で 

 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 



  

三 

令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１４７号 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
海
匝
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

五
月
二
十
九
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 
飯
岡
片
貝
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 
変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

匝
瑳
市
栢
田
字 

前 

九
・
〇
八
メ
□
ト
ル
か
ら 

四
二
・
八
二
メ
□
ト
ル 

伊
布
内
八
□
二 

 

九
・
八
五
メ
□
ト
ル
ま
で 

 

五
五
番
八
地
先 

 
 

 

か
ら
八
□
二
五 

後 
九
・
七
九
メ
□
ト
ル
か
ら 

四
二
・
八
二
メ
□
ト
ル 

五
番
二
地
先
ま 

 

一
二
・
八
六
メ
□
ト
ル
ま
で 

 

で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

五
月
二
十
九
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

成
田
松
尾
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

山
武
郡
芝
山
町 

前 

二
〇
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

四
〇
・
五
〇
メ
□
ト
ル 

菱
田
字
千
部
塚 

 

四
一
・
八
〇
メ
□
ト
ル
ま
で 

 

一
□
一
一
七
番 
 

 
 

二

地

先

か

ら 

後 

二
〇
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
か
ら 

四
〇
・
五
〇
メ
□
ト
ル 

一
□
一
〇
四
番 

 

二
〇
・
〇
〇
メ
□
ト
ル
ま
で 

 

六
地
先
ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
書
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
五
十
七
号
□
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指

定
□
で
指
定
し
た
次
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
廃
止
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

 

小
仲
台
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
三
〇
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
第
三
〇
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各

標
柱
を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 
 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 

市

区

町

村

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

一
一 

一
二 

一
三 

一
四 

一
五 

一
六 

一
七 

一
八 

一
九 

二
〇 

二
一 

千

葉

市

稲

毛

区 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

小
仲
台
九
丁
目 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

一
一
五
番
地
先
の
水
路
敷 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
四 

八
七
七
番
七 

八
七
七
番
九 

八
七
七
番
二
八
六 

八
七
七
番
二
八
六 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

七
七
九
番
七
五 

七
七
九
番
七
四 

七
八
二
番
一
二 

七
七
九
番
七
二 

七
七
九
番
七
二 

一
一
九
番
六 

 
 

 
 



 
 

 

四 
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二
二 

二
三 

二
四 

二
五 

二
六 

二
七 

二
八 

二
九 

三
〇 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

一
一
九
番
五 

一
一
七
番
三 

一
一
七
番
三 

一
一
七
番
三 

一
一
七
番
三 

一
一
三
番
二 

一
一
三
番
二 

一
一
三
番
二 

一
一
六
番 

二 

廃
止
に
係
る
区
域 

 

小
仲
台
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
五
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
第
五
三
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各

標
柱
を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 
 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番
等 

標

柱

番

号 

市

町

村

名 

大

字

名 

地 
 

 

番 
 

 

等 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

一
一 

一
二 

一
三 

一
四 

一
五 

一
六 

一
七 

一
八 

一
九 

千

葉

市

稲

毛

区 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

小
仲
台
九
丁
目 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
一 

一
一
三
番
四 

八
七
七
番
七 

八
七
七
番
九 

八
七
七
番
二
八
六 

八
七
七
番
二
八
六 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
三 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇 

二
一 

二
二 

二
三 

二
四 

二
五 

二
六 

二
七 

二
八 

二
九 

三
〇 

三
一 

三
二 

三
三 

三
四 

三
五 

三
六 

三
七 

三
八 

三
九 

四
〇 

四
一 

四
二 

四
三 

四
四 

四
五 

四
六 

四
七 

四
八 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
五 

八
七
七
番
一
六 

八
七
七
番
一
六 

一
七
六
五
番
八 

一
七
六
五
番
一
二 

一
七
六
五
番
一
二 

一
七
六
五
番
一
五 

八
七
七
番
三
六
〇 

八
七
七
番
二
四 

八
七
七
番
二
四 

八
七
七
番
二
四 

七
八
八
番
一 

七
八
八
番
九
二 

七
八
七
番
九 

七
八
五
番
二
八 

七
七
九
番
七
七 

七
七
九
番
七
四 

七
八
二
番
三 

七
七
九
番
七
二 

七
七
九
番
七
二 

一
一
九
番
二 

一
一
九
番
二 

一
一
九
番
二 

一
一
九
番
二 

一
一
九
番
二 

一
一
九
番
一 

四
九 

五
〇 

五
一 

五
二 

五
三 

〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 

一
一
四
番 

一
一
四
番 

一
一
七
番
一 

一
一
六
番 

一
一
六
番
地
先
の
道
路
敷 

   



  

五 
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千
葉
県
告
示
第
三
百
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
□
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の

指
定
□
及
び
令
和
二
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号
□
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
土

砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 
指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

小
仲
台
一 

千
葉
市
稲
毛
区
小
仲
台
九
丁
目
及
び
小
中

台
町
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

宮
崎
町
六 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

小
仲
台
一 

千
葉
市
稲
毛
区
小
仲
台
九
丁
目
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

宮
崎
町
六 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
一
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
百
六
十
号
□
土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
の
一
部
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

 
 

 

 
 

 

浪
花
町
一 

千
葉
市
花
見
川
区
浪
花
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
二
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
二
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号
□
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
指
定
□
及
び
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
百
六
十
二
号
□
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

宮
崎
町
六 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

浪
花
町
一 

千
葉
市
花
見
川
区
浪
花
町
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号 

 
昭
和
六
十
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
□
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
個
人
演
説
会
等
を

開
催
で
き
る
施
設
の
指
定
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 

 

表
旭
市
選
挙
管
理
委
員
会
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

旭
市
民
会
館 
旭
市
ニ
の
二
□
七
八
七
番
地
一 

令
和
八
年
一
月
三

十
一
日 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１４１４７号 令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 
 

公

告 

 
 

 
令
和
八
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施 

 

ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
令
和
八
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

試
験
日
時
及
び
場
所 

 

区 
 

分 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 

時 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

学
科
試
験 

令
和
八
年
十
月
一
日
□
木
曜
日
□
午
後
三

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

千
葉
県
教
育
会
館
□
千
葉
市
中
央
区

中
央
四
丁
目
一
三
番
一
〇
号
□ 

実
技
試
験 

令
和
八
年
十
月
十
七
日
□
土
曜
日
□
午
前

九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
う
ち
指
定
す

る
時
間 

千
葉
調
理
師
専
門
学
校
□
千
葉
市
中

央
区
新
千
葉
二
丁
目
五
番
三
号
□ 

二 

受
験
願
書
の
提
出
方
法
等 

 
 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
原
則
と
し
て
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
□ 

 
 

な
お
□
や
む
を
得
ず
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
□
千
葉
県
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課
□
千
葉
市

中
央
区
市
場
町
一
番
一
号
□
宛
て
に
提
出
す
る
こ
と
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
受
験
願
書
に
つ
い
て

は
□
同
課
で
交
付
を
受
け
□
又
は
同
課
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
□
ド
す
る
こ
と
□ 

三 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
□
令
和
八
年
六
月
十
七
日
□
水
曜
日
□
午
前
九
時
か
ら
七
月
一
日
□
水
曜

日
□
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□
な
お
□
同
日
午
後
五
時
ま
で
に
受
信
し
た
も
の
□
持
参
の
場
合
は
□
同

日
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
□
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

四 

受
験
者
の
定
員 

 
 

一
一
二
名 

五 

受
験
者
の
決
定
方
法 

 
 

受
験
者
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
□
千
葉
県
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
を
確
認
す

る
こ
と
□ 

六 

そ
の
他 

 
 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
二

六
三
八
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

  
 

 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
南

房
総
市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
に
係
る
平
川
工
区
の
換
地
計
画
を
定

め
た
の
で
□
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□

千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
平
川
工
区
の
換
地
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

南
房
総
市
役
所 

  
 

 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
南

房
総
市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
に
係
る
谷
田
工
区
の
換
地
計
画
を
定

め
た
の
で
□
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□

千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 



  

七 

令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１４７号 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
谷
田
工
区
の
換
地
計
画
書
の
写
し 

二 
縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

南
房
総
市
役
所 

  
 

 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
南

房
総
市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
に
係
る
米
ケ
谷
工
区
の
換
地
計
画
を

定
め
た
の
で
□
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□

千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
大
貫
地
区
土
地
改
良
事
業
米
ケ
谷
工
区
の
換
地
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

南
房
総
市
役
所 

  
 

 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 

 

千
葉
県
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る
規
則
□
平
成
九
年
千
葉

県
規
則
第
十
号
□
以
下
□
規
則
□
と
い
う
□
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
保
留
地
を
処
分
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

処
分
す
る
保
留
地 

物
件 

番
号 

所 
 

 

在 

面 
 

積 

最
低
売
却
価
格 

１ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
一
九
街
区
三
画
地
□ 

九
六
二
・
七
四

㎡ 

四
五
□
七
三
〇
□
二
〇
〇
円 

２ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
三
〇
街
区
一
画
地
□ 

五
七
〇
・
五
一

㎡ 

三
〇
□
九
二
一
□
七
〇
〇
円 

３ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
三
九
街
区
九
画
地
□ 

九
八
八
・
一
六

㎡ 

四
六
□
八
三
八
□
八
〇
〇
円 

４ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
三
九
街
区
一
〇
画
地
□ 

五
八
七
・
三
九

㎡ 

三
二
□
一
八
九
□
〇
〇
〇
円 

５ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
五
三
街
区
三
画
地
□ 

一
七
一
・
四
九

㎡ 

一
〇
□
六
一
五
□
三
〇
〇
円 

６ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
五
六
街
区
九
画
地
□ 

四
七
七
・
五
八

㎡ 

二
三
□
五
九
二
□
五
〇
〇
円 

７ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
五
九
街
区
四
画
地
□ 

五
六
一
・
一
九

㎡ 

三
〇
□
七
五
三
□
三
〇
〇
円 

８ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
六
五
街
区
一
五
画
地
□ 

一
六
八
・
〇
〇

㎡ 

一
五
□
五
二
三
□
二
〇
〇
円 

９ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
一
街
区
一
〇
画
地
□ 

二
二
六
・
三
一

㎡ 

一
六
□
七
二
四
□
四
〇
〇
円 

10 
木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
八
一
街
区
一
一
画
地
□ 

三
□
五
八
〇
・

〇
四
㎡ 

一
六
三
□
九
六
五
□
九
〇
〇

円 

11 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
八
五
街
区
一
画
地
□ 

四
七
三
・
五
六

㎡ 

三
九
□
九
二
一
□
二
〇
〇
円 
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12 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
九
二
街
区
一
二
画
地
□ 

七
一
七
・
八
八

㎡ 

三
四
□
六
七
三
□
七
〇
〇
円 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

１ 

規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

２ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
□
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

３ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又

は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
□ 

 

４ 

全
て
の
都
道
府
県
税
並
び
に
法
人
税
又
は
所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

三 

契
約
条
項
及
び
分
譲
案
内
書
を
示
す
場
所
並
び
に
問
合
せ
先 

 
 

木
更
津
市
潮
見
七
丁
目
三
番
地
九 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

電
話
〇
四
三
八
□
三
七
□

六
六
一
四 

四 

入
札
及
び
開
札
の
期
間
及
び
場
所
等 

 

１ 

入
札
の
期
間 

令
和
八
年
八
月
十
八
日
□
火
曜
日
□
及
び
十
九
日
□
水
曜
日
□
の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
□
た
だ
し
□
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
は
□

同
日
の
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

２ 

入
札
の
場
所 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

入
札
書
の
提
出
方
法 

簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送
又
は
本
人
若
し
く
は
代
理
人
の
持
参
に
よ
る
も
の

と
す
る
□ 

 

４ 

入
札
参
加
上
の
注
意 

 
 

 
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
□
七
に
よ
る
入
札
参
加
の
申
込
み
を
行
い
□
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
な
お
□
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
者
は
□
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 
 

 
 

入
札
書
に
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
入
札
保
証
金
提
出
書
に
□
五
に
よ
る
入
札
保
証
金

に
係
る
納
付
書
兼
領
収
書
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
□ 

 

５ 

開
札
の
日
時
及
び
場
所 

次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

物
件 

番
号 

日 
 

時 

場 
 

所 

１ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
前
九
時
三
十
分 

千
葉
県
木
更
津
区

画
整
理
事
務
所
一

階
会
議
室 

２ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
時 

３ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
時
三
十
分 

４ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
一
時 

 
 

 
 

５ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
一
時
三
十
分 

６ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
後
一
時
三
十
分 

７ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
後
二
時 

８ 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
□
木
曜
日
□
午
後
二
時
三
十
分 

９ 

令
和
八
年
八
月
二
十
一
日
□
金
曜
日
□
午
前
九
時
三
十
分 

10 

令
和
八
年
八
月
二
十
一
日
□
金
曜
日
□
午
前
十
時 

11 

令
和
八
年
八
月
二
十
一
日
□
金
曜
日
□
午
前
十
時
三
十
分 

12 

令
和
八
年
八
月
二
十
一
日
□
金
曜
日
□
午
前
十
一
時 

五 

入
札
保
証
金 

 
 

納
付
す
る
も
の
と
し
□
そ
の
額
は
□
見
積
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
す
る
□ 

六 

入
札
の
無
効 

 
 

規
則
第
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
□
無
効
と
す
る
□ 

七 

入
札
参
加
の
申
込
期
間
□
受
付
場
所
及
び
申
込
方
法 

 

１ 

申
込
期
間 

令
和
八
年
七
月
一
日
□
水
曜
日
□
か
ら
三
日
□
金
曜
日
□
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
正

午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

２ 

受
付
場
所 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

申
込
方
法 

事
前
に
三
の
問
合
せ
先
に
電
話
で
連
絡
の
上
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
書
類
を

本
人
又
は
代
理
人
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

八 

そ
の
他 

 

１ 

代
金
の
支
払
方
法 

売
買
契
約
の
締
結
日
ま
で
に
□
契
約
保
証
金
と
し
て
売
買
代
金
の
百
分
の
十

以
上
を
納
付
し
□
売
買
代
金
と
契
約
保
証
金
と
の
差
額
を
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
□
県

が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
□ 

 

２ 

そ
の
他 

詳
細
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
□ 

出

先

機

関

公

告 

 
 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
の
実
施 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
長 

 

長 

島 
 

恭 

子 
 

 
一 
試
験
期
日 

 

１ 
一
次
試
験 

 
 

 

令
和
八
年
十
二
月
十
七
日
□
木
曜
日
□ 

 

２ 

二
次
試
験
□
一
次
試
験
合
格
者
の
み
□ 

 
 

 

令
和
八
年
十
二
月
十
九
日
□
土
曜
日
□ 

二 

試
験
場
所 

 
 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

（一） 
 

（二） 
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三 

試
験
科
目 

 
１ 

一
次
試
験 

 
 

 
国
語 

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化
□
古
文
及
び
漢
文
を
除
く
□
□ 

 
 

 
数
学 

数
学
Ⅰ
及
び
数
学
Ａ 

 

２ 

二
次
試
験 

 
 

 

面
接 

四 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

提
出
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な
お
□

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
十
一
月
十
六
日
□
月
曜
日
□
か
ら
十
二
月
四
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後
五

時
ま
で
に
受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
八
年
十
一
月
十
六
日
□
月

曜
日
□
か
ら
十
二
月
四
日
□
金
曜
日
□
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
□
以
下
□
県
の
休
日
□
と
い
う
□
□
を
除
く
□
□
と

し
□
そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

五 

添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

六 

第
二
次
募
集 

 
 

入
学
許
可
予
定
者
が
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
□
第
二
次
募
集
を
行
う
こ
と
が
あ
る
□ 

 

１ 

試
験
期
日 

 
 

 

令
和
九
年
二
月
二
十
七
日
□
土
曜
日
□ 

 

２ 

試
験
場
所 

 
 

 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

 

３ 

試
験
科
目 

 
 

 

□
三 

試
験
科
目
□
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

 

４ 

受
験
願
書
の
提
出 

 
 

 
 

提
出
方
法 

 
 

 
 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な

お
□
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 
 

 
 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
九
年
一
月
二
十
五
日
□
月
曜
日
□
か
ら
二
月
十
二
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後

五
時
ま
で
に
受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 
 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
九
年
一
月
二
十
五
日

□
月
曜
日
□
か
ら
二
月
十
二
日
□
金
曜
日
□
ま
で
□
県
の
休
日
を
除
く
□
□
と
し
□
そ
の
受
付
時

間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

５ 

添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

七 

そ
の
他 

 

１ 

募
集
要
項
等
に
つ
い
て
□
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
庶
務
教
務
課
□
電
話
〇
四
三
六

□
八
八
□
三
六
六
〇
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

  
 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
の
実
施 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
長 

 

長 

島 
 

恭 

子 
 

 

一 

試
験
期
日 

 
 

令
和
八
年
十
月
十
日
□
土
曜
日
□ 

二 

試
験
場
所 

 
 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

三 

選
考
方
法 

 
 

書
類
審
査
□
小
論
文
及
び
面
接 

四 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

提
出
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な
お
□

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
九
月
四
日
□
金
曜
日
□
か
ら
二
十
五
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後
五
時
ま
で

に
受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
八
年
九
月
四
日
□
金
曜

日
□
か
ら
二
十
五
日
□
金
曜
日
□
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県
条
例

第
一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
□
□
と
し
□
そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

五 
添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

市
原
市
鶴
舞
五
六
五
番
地 

千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校 

六 

そ
の
他 

 

１ 

募
集
要
項
等
に
つ
い
て
□
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
立
鶴
舞
看
護
専
門
学
校
庶
務
教
務
課
□
電
話
〇
四
三
六

□
八
八
□
三
六
六
〇
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

  

（一） 
 

（二） 
 



 
 

 

一
〇 
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令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
の
実
施 

 
令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
一
般
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
長 

 

渡 

辺 
 

優 

子 
 

 

一 

試
験
期
日 

 
 

令
和
八
年
十
二
月
十
八
日
□
金
曜
日
□
及
び
十
九
日
□
土
曜
日
□ 

二 

試
験
場
所 

 
 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

三 

試
験
科
目 

 

１ 

第
一
看
護
学
科 

 
 

 

国
語 

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化
□
古
文
及
び
漢
文
を
除
く
□
□ 

 
 

 

数
学 

数
学
Ⅰ
及
び
数
学
Ａ 

 
 

 

英
語 

英
語
コ
ミ
□
ニ
ケ
□
シ
□
ン
Ⅰ 

 
 

 

面
接 

 

２ 

第
二
看
護
学
科 

 
 

 

国
語 

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化
□
古
文
及
び
漢
文
を
除
く
□
□ 

 
 

 

専
門
科
目 

看
護
全
般
及
び
解
剖
生
理 

 
 

 

面
接 

四 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

提
出
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な
お
□

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
十
一
月
二
日
□
月
曜
日
□
か
ら
二
十
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後
五
時
ま
で

に
受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
八
年
十
一
月
二
日
□
月
曜

日
□
か
ら
二
十
日
□
金
曜
日
□
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県
条
例
第

一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
□
以
下
□
県
の
休
日
□
と
い
う
□
□
を
除
く
□
□
と
し
□
そ

の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

五 

添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

六 

第
二
次
募
集 

 
 

入
学
許
可
予
定
者
が
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
□
第
二
次
募
集
を
行
う
こ
と
が
あ
る
□ 

 

１ 

試
験
期
日 

 
 

 

令
和
九
年
二
月
六
日
□
土
曜
日
□ 

 

２ 

試
験
場
所 

 
 

 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

 

３ 

試
験
科
目 

 
 

 

□
三 

試
験
科
目
□
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

 

４ 

受
験
願
書
の
提
出 

 
 

 
 

提
出
方
法 

 
 

 
 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な

お
□
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 
 

 
 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
九
年
一
月
十
二
日
□
火
曜
日
□
か
ら
二
十
二
日
□
金
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後
五
時

ま
で
に
受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 
 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
九
年
一
月
十
二
日
□
火

曜
日
□
か
ら
二
十
二
日
□
金
曜
日
□
ま
で
□
県
の
休
日
を
除
く
□
□
と
し
□
そ
の
受
付
時
間
は
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

５ 

添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

七 

そ
の
他 

 

１ 

募
集
要
項
等
に
つ
い
て
□
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
庶
務
教
務
課
□
電
話
〇
四
□
七

一
二
一
□
〇
二
二
二
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

  
 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
の
実
施 

 

令
和
九
年
度
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
推
薦
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
長 

 

渡 

辺 
 

優 

子 
 

 

一 

試
験
期
日 

 
 

令
和
八
年
十
月
十
七
日
□
土
曜
日
□ 

二 

試
験
場
所 

 
 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

三 
試
験
科
目 

 

１ 
第
一
看
護
学
科 

 
 

 
国
語 

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化
□
古
文
及
び
漢
文
を
除
く
□
□ 

 
 

 

面
接 

 

２ 

第
二
看
護
学
科 

 
 

 

国
語 

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化
□
古
文
及
び
漢
文
を
除
く
□
□ 

 
 

 

面
接 

四 

受
験
願
書
の
提
出 

（一） 
 

（二） 
 



  

一
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１ 

提
出
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
は
□
ち
ば
電
子
申
請
サ
□
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
□
な
お
□

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
□
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

２ 
受
付
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
九
月
九
日
□
水
曜
日
□
か
ら
三
十
日
□
水
曜
日
□
ま
で
と
し
□
同
日
午
後
五
時
ま
で
に

受
信
及
び
到
着
又
は
持
参
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
□ 

 
 

 

な
お
□
添
付
書
類
を
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
の
受
付
期
間
は
令
和
八
年
九
月
九
日
□
水
曜

日
□
か
ら
三
十
日
□
水
曜
日
□
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県
条
例
第

一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
□
□
と
し
□
そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
と
す
る
□ 

五 

添
付
書
類
の
提
出
先 

 
 

野
田
市
中
根
三
一
六
番
地
の
一 
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校 

六 

そ
の
他 

 

１ 

募
集
要
項
等
に
つ
い
て
□
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
□
千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
庶
務
教
務
課
□
電
話
〇
四
□
七

一
二
一
□
〇
二
二
二
□
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

      

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

杉
 

野
 

 
可

 
愛

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

こ
ど

も
病

院
長

 
 

皆
 

川
 

 
真

 
規

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
循

環
器

病
セ

ン
タ

ー
病

院
長

 
 

中
 

村
 

 
精

 
岳

 
 

 

 



 
 

 

一
二 
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購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

七
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

  


